
 

【治療用装具を購入した場合】 

仕事中（通勤途中）のケガや病気の場合、原則『地方公務員災害補償法（労

働者災害補償保険法）』の対象となり、健康保険の給付対象外となります。 

 

購入した装具の領収書の金額を記入してください。 

受診した医療機関を

記入してください。 

装具の装着指示があった日（治療用装具製作指示装着

証明書の診察日）を記入してください。 


